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令和６年広審第１２号 

裁    決 

旅客船Ａ乗揚事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官上羽直樹出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和５年１月２１日１８時００分 

 島根県西ノ島南東岸 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 旅客船Ａ 

  総 ト ン 数 １９トン 

  全 長 １８.５０メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関 

   出   力 ８４６キロワット 



- 2 - 

３ 事実の経過 

  Ａは、平成２５年３月に進水した最大搭載人員７２人の島根県隠岐

諸島島前にある知夫里島の来居港、西ノ島の別府港、中ノ島の菱浦漁

港間に就航する２機２軸のＦＲＰ製旅客船で、船体前部に前部客室を、

その後部上方に操舵室を、その後方に後部船室を配し、操舵室後部中

央には前部客室に降りる階段が設けられており、操舵室の右舷側に舵

輪、その前方に左舷側からＧＰＳプロッター、レーダー、ＧＰＳコン

パス、マグネットコンパスを、舵輪右側に機関遠隔操縦装置を備え、

ａ受審人ほか１人が乗り組み、旅客７人を乗せ、旅客輸送の目的で、

船首０.６メートル船尾１.３メートルの喫水をもって、令和５年１月

２１日１７時４９分来居港を発し、菱浦漁港に向かった。 

  ａ受審人は、舵輪後方の椅子に腰を掛けて操船に当たり、１７時 

５３分少し過ぎ麦山鼻灯台から１６２度（真方位、以下同じ。）  

２.１５海里の地点で、針路を西ノ島と中ノ島間の中央に向く０２４

度に定め、２２.０ノットの速力（対地速力、以下同じ。）で、手動

操舵によって進行した。 

ａ受審人は、１７時５８分半少し過ぎ麦山鼻灯台から０９９度  

１.４９海里の地点に達したとき、海面が穏やかで周囲に他船を見掛

けなかった安心感から、気が緩んで眠気を催したが、間もなく入港す

るので、まさか居眠りに陥ることはないものと思い、立ち上がって身

体を動かすなど、居眠り運航の防止措置を十分にとらなかった。 

こうして、ａ受審人は、針路を微調整するために僅かに左舵をとっ

た状態で居眠りに陥り、緩やかに左旋回しながら西ノ島南東岸に向か

って続航し、１８時００分麦山鼻灯台から０８０度１.４５海里の地

点において、Ａは、船首が３２５度を向いたとき、原速力のまま、同

岸に乗り揚げた。 



- 3 - 

  当時、天候は曇りで風力１の北東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期

にあたり、視界は良好であった。 

  乗揚の結果、船首部船底外板に亀裂を伴う擦過傷、左舷プロペラ翼

に曲損等を生じたが、のち修理され、旅客１人が左上腕及び右大腿打

撲傷を負った。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件乗揚は、夜間、西ノ島南東方沖合において、菱浦漁港に向けて航

行中、居眠り運航の防止措置が不十分で、緩やかに左旋回しながら西ノ

島南東岸に向かって進行したことによって発生したものである。 

 ａ受審人は、夜間、西ノ島南東方沖合において、舵輪後方の椅子に腰

を掛けて操船に当たり、菱浦漁港に向けて航行中、海面が穏やかで周囲

に他船を見掛けなかった安心感から、気が緩んで眠気を催した場合、居

眠りに陥ることのないよう、立ち上がって身体を動かすなど、居眠り運

航の防止措置を十分にとるべき注意義務があった。しかし、同人は、間

もなく入港するので、まさか居眠りに陥ることはないものと思い、居眠

り運航の防止措置を十分にとらなかった職務上の過失により、居眠りに

陥り、緩やかに左旋回しながら西ノ島南東岸に向かって進行して同岸へ

の乗揚を招き、船体に損傷を生じさせ、旅客１人を負傷させるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

  

   令和６年１０月３０日 
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     広島地方海難審判所 

          審 判 官  岩  﨑  欣  吾 

 


